
第５章 つかう：自転車利用促進【Promotion】 
 
 
 

35 

第５章 つかう：自転車利用促進【Promotion】 

 
１．施策体系及び計画目標 

 
（１）施策体系 

 自転車は、運転免許がいらない手軽な乗り物であり、経済的である点や環境に優しい

点など、様々なメリットがあります。 
本市では、そのような自転車のメリットに着目し、自転車利用者の利便性を高める情

報の提供やイベントの開催を通じて、日常的な移動や余暇活動等、様々な場面で自転車

が利用されるよう施策を展開します。 
 

（１）観光や余暇活動での 
自転車利用促進 

①大阪府「サイクリストにやさしいまちづくりの取組み 

止まり木（パーチ）事業」への協力 

②史跡巡りにおける自転車の有効活用 

③サイクルイベントの開催 

（２）通勤等を含む日常生活や

災害時における自転車活用 
①日常における移動手段としての自転車活用 

②環境負荷低減のための自転車利用の促進 

③災害時における自転車の活用 

 
（２）計画目標 

 本計画は、たかつき自転車まちづくり向上計画の実施計画「つかう」編として、市民

や来街者が楽しく快適に自転車を利用できる取組について定めるものです。また、自転

車の利用促進につながる環境の創出及び自転車利用促進の取組の対する満足度が向上す

るよう、以下のとおり計画目標を設定します。 
 

項目 
当初 

（R3） 
目標値 

R8 R13 
「観光・レジャー」を目的とした自転車利用割合（％） 9 15 20 

自転車利用促進の取組に対する満足度（％） 32 40 45 
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２．取組内容 

 
（１）観光や余暇活動での自転車利用促進 

 

 市民や来街者が市内の歴史文化施設などを観光する際に、楽しく快適に自転車を利用

してもらい、四季や風景の体感による新たな街の魅力の発見等のメリットが実感できる

よう、自転車の利用促進を図ります。 

 

取 組 
①大阪府「サイクリストにやさしいまちづくりの取組み 止まり木（パ

ーチ）事業」への協力 

内 容 

Ａ 「サイクリストにやさしいまちづくりの取組み 止まり木事業」への

協力 

・大阪府が淀川沿いの飲食店や魅力拠点等にサイクルラックを設置する

「止まり木（パーチ）事業」について、今城塚古代歴史館へのサイクル

ラック設置に関し、市観光協会から行政財産使用許可を申請する等協力

を行います。 

取  組 

イメージ 

Ａ 止まり木（パーチ）事業 

  

対 象 

※重点対象は 

◎で表記 

市民 
市外 

学生以下 大人 高齢者 

○ ◎ ○ ◎ 

担当部署 観光シティセールス課 
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取 組 ②史跡巡りにおける自転車の有効活用 

内 容 

Ａ 歴史施設における自転車利用促進 

・史跡等の歴史施設において駐輪場の整備や円滑な誘導を行うことで、

史跡巡りでの自転車利用を促進します。 

取  組 

イメージ 

Ａ 今城塚古代歴史館 

 
 

対 象 

市民 
市外 

学生以下 大人 高齢者 

○ ◎ ○ ◎ 

担当部署 文化財課 
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取 組 ③サイクルイベントの開催 

内 容 

Ａ サイクルイベントの開催 

・自転車に乗ることができない子どもでも気軽に自転車を体験できる場

として、ランニングバイク等を用いた自転車の体験の場を提供します。 

取  組 

イメージ 

Ａ 交通安全イベント 

  

  

対 象 

市民 
市外 

学生以下 大人 高齢者 

◎ ○   

担当部署 管理課 
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（２）通勤等を含む日常生活や災害時における自転車活用 

 

クルマからの利用転換による環境負荷低減など、自転車のメリットを踏まえて、通勤

や買い物などの日常生活等におけるさらなる自転車の活用を目指します。また、災害時

において、他の交通機能が停止した場合の物資運搬や被害状況の調査等の移動手段とし

て、自転車の活用を図ります。 

 

取 組 ①日常における移動手段としての自転車活用 

内 容 

Ａ サイクル＆バスライド駐輪場の維持管理 

・サイクル＆バスライドとして運用している６箇所（上の口（のりば・

滞留所）、道鵜町、下田部団地、北大塚、富田団地）に不法駐輪されな

いよう適切な維持管理を行う。 

Ｂ 公共交通との連携の強化 

・公共交通を補完する交通手段として、シェアサイクルの導入など、公

共交通との連続性の確保についての検討や自動車に過度に依存しない交

通行動への働きかけを推進する。 

取  組 

イメージ 

Ａ サイクル＆バスライド駐輪場 

 

対 象 

市民 
市外 

学生以下 大人 高齢者 

○ ◎ ○ ○ 

担当部署 交通部運輸課、都市づくり推進課、管理課 
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取 組 ②環境負荷低減のための自転車利用の促進 

内 容 

Ａ 環境面での自転車ＰＲ 

・地球温暖化対策をはじめとした環境負荷低減に資する自転車利用を促

進するため、各種計画等にその旨を記載するなど広く市民等に向けて周

知啓発を実施します。 

Ｂ 放置自転車の市民販売の実施 

・撤去した放置自転車の再生利用を図るため、放置自転車を市民向けに

リサイクル販売を行います。 

Ｃ 放置自転車インターネットオークションの実施 

・撤去した放置自転車の再生利用を図るため、放置自転車をインターネ

ットオークションへ出品します。 

取  組 

イメージ 

Ｂ 放置自転車の市民販売の実施 

 
Ｃ インターネットオークションへの出品 

  

対 象 

市民 
市外 

学生以下 大人 高齢者 

○ ◎ ○ ○ 

担当部署 環境政策課、管理課 
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取 組 ③災害時における自転車の活用 

内 容 

Ａ 災害時における業務での自転車活用 

・災害時に自転車を調達するため民間企業と協定を締結し、災害時の業

務に活用します。 

対 象 

市民 
市職員 

学生以下 大人 高齢者 

   ◎ 

担当部署 危機管理室 
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３．取組内容一覧及び実施スケジュール（随時見直しを実施） 

 
（１）観光や余暇活動での自転車利用促進 

 

①大阪府「サイクリストにやさしいまちづくりの取組み 止まり木（パーチ）事業」 

への協力 

 取組内容 

実施スケジュール 

R5 R6 R7 R8 
R9～R13 

【中期】 

R14～ 

【長期】 

A 
「サイクリストにやさしいまちづくりの取組み 

止まり木事業」への協力 
      

 
②史跡巡りにおける自転車の有効活用 

 取組内容 

実施スケジュール 

R5 R6 R7 R8 
R9～R13 

【中期】 

R14～ 

【長期】 

A 歴史施設における自転車利用促進       

 

③サイクルイベントの開催 

 取組内容 

実施スケジュール 

R5 R6 R7 R8 
R9～R13 

【中期】 

R14～ 

【長期】 

A サイクルイベントの開催       

 

（２）通勤等を含む日常生活や災害時における自転車活用 

 

①日常における移動手段としての自転車活用 

 取組内容 

実施スケジュール 

R5 R6 R7 R8 
R9～R13 

【中期】 

R14～ 

【長期】 

A サイクル＆バスライド駐輪場の維持管理       

B 公共交通との連携の強化       

 

 

 

 

 

 

実施 

実施 

実施 

実施 

検討 
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②環境負荷低減のための自転車利用の促進 

 取組内容 

実施スケジュール 

R5 R6 R7 R8 
R9～R13 

【中期】 

R14～ 

【長期】 

A 環境面での自転車ＰＲ       

B 放置自転車の市民販売の実施       

C 放置自転車インターネットオークションの実施       

 
③災害時における自転車の活用 

 取組内容 

実施スケジュール 

R5 R6 R7 R8 
R9～R13 

【中期】 

R14～ 

【長期】 

A 災害時における業務での自転車活用       

 
 

実施 

随時実施 

随時実施 

実施 


